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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表有価証券上場規程の一部改正新旧対照表有価証券上場規程の一部改正新旧対照表有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（新規上場申請手続） 
第３条  新規上場申請者（本所に有価証券が上場
されていない発行者が、有価証券の上場を申請

する場合の当該発行者をいう。以下同じ。）は、

次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有

価証券上場申請書を提出するものとする。 
  （１）～（６）  （略） 
２～４  （略） 

５  新規上場申請者は、上場申請日の属する事業

年度の初日以後上場することとなる日までに、

次の各号のいずれかに該当することとなる場合

には、当該各号に規定する書類を提出するもの

とする。 

  （１）～（７）  （略） 

 （８） 相互会社（保険業法（平成７年法律第

１０５号）に規定する相互会社をいう。）か

ら株式会社への組織変更を行う場合には、本

所が必要と認める書類 

６～１２  （略） 

 

付    則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から施行

する。 

 

（新規上場申請手続） 
第３条  新規上場申請者（本所に有価証券が上場
されていない発行者が、有価証券の上場を申請

する場合の当該発行者をいう。以下同じ。）は、

次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有

価証券上場申請書を提出するものとする。 
  （１）～（６）  （略） 

２～４  （略） 
５  新規上場申請者は、上場申請日の属する事業
年度の初日以後上場することとなる日までに、

次の各号のいずれかに該当することとなる場合

には、当該各号に規定する書類を提出するもの

とする。 
（１）～（７）  （略） 

（新設） 

 

 

 

６～１２  （略） 
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上場前の公募又は売出し等に関する規則の一部改正新旧対照表上場前の公募又は売出し等に関する規則の一部改正新旧対照表上場前の公募又は売出し等に関する規則の一部改正新旧対照表上場前の公募又は売出し等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（委託販売に係る事務の委託） 

第３条の５  元引受会員は、上場前の公募等につ

いてブック・ビルディングを行う場合であって、

元引受会員以外の証券会社（当該上場前の公募

等について第３条の７に規定する本所が必要と

認める事項を内容とする契約又は第３条の８に

規定する本所が必要と認める書面の元引受会員

への提供等を内容とする契約を締結した証券会

社及びこれらの契約と同種の契約を国内の他の

証券取引所の会員又は取引参加者と締結した証

券会社を除く。）に当該上場前の公募等に係る

募集又は売出しの取扱いを行わせるときは、当

該募集又は売出しの取扱いに関し、本所が適当

と認める事務を本所に委託することができる。 

 

（同時に上場申請が行われた場合の上場前の公募

等） 

第３条の８  前条の規定にかかわらず、本所と国

内の他の証券取引所に同時に上場申請を行った

新規上場申請者の上場前の公募等について当該

他の証券取引所の会員又は取引参加者である非

会員証券会社（次条第１項の規定により本所以

外の証券取引所を指定した場合には、当該指定

に係る証券取引所の会員又は取引参加者である

非会員証券会社に限る。以下この条において同

じ。）が元引受契約等を締結する場合には、当

該新規上場申請者は、当該非会員証券会社と当

該上場前の公募等について本所が必要と認める

書面の元引受会員への提供等を内容とする契約

を締結するものとする。この場合において、当

該契約を締結した新規上場申請者は、当該契約

の締結について本所が適当と認める書面を本所

に提出するものとする。 

（委託販売に係る事務の委託） 

第３条の５  元引受会員は、上場前の公募等につ

いてブック・ビルディングを行う場合であって、

元引受会員以外の証券会社（当該上場前の公募

等について第３条の７に規定する本所が必要と

認める事項を内容とする契約又は第３条の８に

規定する本所が必要と認める書面の元引受会員

への提供等を内容とする契約を締結した証券会

社及びこれらの契約と同種の契約を国内の他の

証券取引所の会員と締結した証券会社を除く。）

に当該上場前の公募等に係る募集又は売出しの

取扱いを行わせるときは、当該募集又は売出し

の取扱いに関し、本所が適当と認める事務を本

所に委託することができる。 

 

（同時に上場申請が行われた場合の上場前の公募

等） 

第３条の８  前条の規定にかかわらず、本所と国

内の他の証券取引所に同時に上場申請を行った

新規上場申請者の上場前の公募等について当該

他の証券取引所の会員である非会員証券会社

（次条第１項の規定により本所以外の証券取引

所を指定した場合には、当該指定に係る証券取

引所の会員である非会員証券会社に限る。以下

この条において同じ。）が元引受契約等を締結

する場合には、当該新規上場申請者は、当該非

会員証券会社と当該上場前の公募等について本

所が必要と認める書面の元引受会員への提供等

を内容とする契約を締結するものとする。この

場合において、当該契約を締結した新規上場申

請者は、当該契約の締結について本所が適当と

認める書面を本所に提出するものとする。 
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付    則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から施行

する。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表    

 

新 旧 

  （会社情報の開示） 

第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

  （１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。） 

    ａ～ｌ （略） 
  ｍ  固定資産（法人税法（昭和４０年法律第

３４号）第２条第２２号に掲げる固定資産

をいう。以下同じ。）の譲渡又は取得 

ｎ～ｚ  （略） 

ａａ  預金保険法（昭和４６年法律第３４号）
第７４条第５項の規定による申出 

ａｂ  （略） 
ａｃ  （略）   
ａｄ  （略）   
ａｅ  ａから前ａｄまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは財

産又は当該上場有価証券に関する重要な事

項であって投資者の投資判断に著しい影響

を及ぼすもの 

（２）～（４）  （略）  

２  上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして本所が定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

（１）  上場会社の子会社の業務執行を決定す

  （会社情報の開示） 

第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。） 

ａ～ｌ （略） 

ｍ  固定資産（法人税法（昭和４０年法律第

３４号）第２条第２３号に掲げる固定資産

をいう。以下同じ。）の譲渡又は取得 

ｎ～ｚ  （略）   

（新設） 

 
ａａ  （略） 
ａｂ  （略） 
ａｃ  （略） 
ａｄ  ａから前ａｃまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは財

産又は当該上場有価証券に関する重要な事

項であって投資者の投資判断に著しい影響

を及ぼすもの 

（２）～（４）  （略）  

２  上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして本所が定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

（１）  上場会社の子会社の業務執行を決定す
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る機関が、当該子会社について次に掲げる事

項を行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定した

場合を含む。） 

ａ～ｏ  （略） 
ｐ  預金保険法第７４条第５項の規定による
申出 

ｑ  （略） 
ｒ  ａから前ｑまでに掲げる事項のほか、当
該上場会社の子会社の運営、業務又は財産

に関する重要な事項であって投資者の投資

判断に著しい影響を及ぼすもの 
（２）・（３）  （略） 

３～５  （略） 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 

第５条 上場会社は、次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 

（１）  第２条第１項第１号ａからａｅまでに

掲げる事項 

（２）～（１５） （略） 

２・３ （略） 

 

る機関が、当該子会社について次に掲げる事

項を行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定した

場合を含む。） 

ａ～ｏ  （略） 
（新設） 
 
ｐ  （略） 
ｑ  ａから前ｐまでに掲げる事項のほか、当
該上場会社の子会社の運営、業務又は財産

に関する重要な事項であって投資者の投資

判断に著しい影響を及ぼすもの 
（２）・（３）  （略） 

３～５  （略） 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 

第５条 上場会社は、次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 

（１）  第２条第１項第１号ａからａｄまでに

掲げる事項 

（２）～（１５） （略） 

２・３ （略） 

付    則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から施行

する。 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 
（１）～（３）  （略） 
（４）  第９号に規定する「本所が必要と認め
る書類」とは、次に掲げるものをいうものと

する。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場

申請者は、ａ、ｄ、ｄの２、ｅからｇまで、

ｊ及びｎの２に規定する書類については、添

付を要しない。 
  ａ～ｎの２  （略） 
ｎの３ 相互会社（保険業法に規定する相互

会社をいう。以下同じ。）が組織変更後の

株式会社の株券の上場を申請する場合は、

次の書類 
（ａ） 最近１年間に終了する事業年度の社

員総会又は総代会（保険業法に規定する社

員総会又は総代会をいう。以下同じ。）の

召集通知及びその添付書類の写し 
（ｂ） 相互会社から株式会社への組織変更

を社員総会又は総代会において決議したこ

とを証する書面及び組織変更後の株式会社

の定款 
（ｃ） 保険業法第８６条の２第１項に規定

する書類の写し 
ｏ  （略） 

（５）  （略） 
 

４．第３条（新規上場申請手続）第５項関係 
 （１）・（２） （略） 

 （３） 第８号に規定する「本所が必要と認め

る書類」とは、次のａ及びｂに掲げる書類を

いうものとし、当該ａ又はｂに定めるところ

に従い本所に提出するものとする。 

  ａ 上場申請日の属する事業年度の初日以後

２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 
（１）～（３）  （略） 
（４）  第９号に規定する「本所が必要と認め
る書類」とは、次に掲げるものをいうものと

する。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場

申請者は、ａ、ｄ、ｄの２、ｅからｇまで、

ｊ及びｎの２に規定する書類については、添

付を要しない。 
  ａ～ｎの２  （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｏ  （略） 

（５）  （略） 
 

４．第３条（新規上場申請手続）第５項関係 
 （１）・（２） （略） 
 （新設） 
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上場することとなる日までに社員総会又は

総代会を開催した場合には、その議事録の

写し 

開催後遅滞なく 

  ｂ 相互会社から株式会社への組織変更につ

いて内閣総理大臣等の認可を受けたことを

証する書面 

認可を受けた後遅滞なく 

 

９．第３条（新規上場申請手続）第１２項関係 
 （１） 第１２項に規定する「第２項から第１０
項までに掲げる書類のうち本所が必要と認め

る書類」とは、次に掲げるものをいうものとす

る。 
  ａ 定款（新規上場申請者が組織変更後の株

式会社の株券の上場を申請する相互会社で

ある場合の当該相互会社の定款を除く。） 
  ｂ～ｄ （略） 
 （２） 第１２項に規定する「当該書類その他

新規上場申請者がこの条の規定により提出し

た書類のうち本所が必要と認める書類」とは、

次に掲げるものをいうものとする。 
  ａ～ｅ （略） 
  ｅの２ ２．（４）ｎの３の（ｂ）に規定す

る書類 
ｆ （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
９．第３条（新規上場申請手続）第１２項関係 
 （１） 第１２項に規定する「第２項から第１０
項までに掲げる書類のうち本所が必要と認め

る書類」とは、次に掲げるものをいうものとす

る。 
  ａ 定款 
 
 
  ｂ～ｄ （略） 
 （２） 第１２項に規定する「当該書類その他

新規上場申請者がこの条の規定により提出し

た書類のうち本所が必要と認める書類」とは、

次に掲げるものをいうものとする。 
  ａ～ｅ （略） 
  （新設） 
 
  ｆ （略） 

付    則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から施行

する。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１）  （略） 
（２）  株式の分布状況 
ａ  第２号に規定する少数特定者持株数及び
株主数については、次のとおり取り扱うも

のとする。 
  （ａ）～（ｅ）  （略） 
  （ｆ）  少数特定者持株数及び株主数につ

いては、最近の株主名簿の閉鎖時又は基

準日における株主が所有する株式の数又

は株主の数（以下次のｂまでにおいて「株

主等の状況」という。）に基づき算定す

るものとする。この場合において、新規

上場申請者が当該株主名簿の閉鎖時又は

基準日における株主等の状況を把握する

に至っていないときは、それ以前の株主

等の状況を把握している最近の株主名簿

の閉鎖時又は基準日における株主等の状

況に基づき算定するものとする。 
 
（ｇ）  前（ｆ）の規定にかかわらず、相
互会社から株式会社への組織変更を行う

場合において、組織変更後最初の株主名

簿の閉鎖時又は基準日における株主等の

状況を把握するまでの間は、組織変更に

伴う相互会社の社員に対する株式の割当

てに係る株主等の状況に基づき算定する

ものとする。 
ｂ  新規上場申請者が、前ａの（ｆ）又は（ｇ）
の規定により少数特定者持株数及び株主数

の算定の基礎とした株主名簿の閉鎖時又は

基準日（（ｇ）の場合にあっては、組織変

更に伴う相互会社の社員に対する株式の割

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１）  （略） 
（２）  株式の分布状況 
ａ  第２号に規定する少数特定者持株数及び
株主数については、次のとおり取り扱うも

のとする。 
  （ａ）～（ｅ）  （略） 
（ｆ）  少数特定者持株数及び株主数につ
いては、最近の株主名簿の閉鎖時又は基

準日における株主が所有する株式の数又

は株主の数（以下この（ｆ）及び次のｂ

において「株主等の状況」という。）に

基づき算定するものとする。この場合に

おいて、新規上場申請者が当該株主名簿

の閉鎖時又は基準日における株主等の状

況を把握するに至っていないときは、そ

れ以前の株主等の状況を把握している最

近の株主名簿の閉鎖時又は基準日におけ

る株主等の状況に基づき算定するものと

する。 
  （新設） 
 
 
 
 
 
 
 
ｂ  新規上場申請者が、前ａの（ｆ）の規定
により少数特定者持株数及び株主数の算定

の基礎とした株主名簿の閉鎖時又は基準日

（以下この（２）において「最近の株主名

簿の閉鎖時又は基準日」という。）後に上
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当ての基準となる日。以下この（２）にお

いて「最近の株主名簿の閉鎖時又は基準日」

という。）後に上場申請に係る株券の公募

若しくは売出し又は上場のための数量制限

付分売を行う場合は、次の取扱いによるも

のとし、当該取扱いに定める「公募又は売

出予定書」又は「数量制限付分売予定書」

に記載される株式の分布状況に基づき少数

特定者持株数及び株主数を算定するものと

する。 
  （ａ）・（ｂ）  （略） 
  （ｃ）  上場申請に係る株券の公募又は売

出しについて本所の会員以外の証券会社

若しくは外国証券会社（以下「非会員証

券会社」という。）又は外国証券業者（外

国の証券業者又は証券業を営む外国の銀

行をいう。以下同じ。）が元引受契約又

は募集若しくは売出しの取扱いを行うこ

ととなる契約（本所の会員が元引受契約

を締結する場合には、元引受契約に限る。

以下「元引受契約等」という。）を締結

する場合には、新規上場申請者は、当該

公募又は売出しについて元引受契約等を

締結する非会員証券会社（本所と国内の

他の証券取引所に同時に上場申請を行っ

た新規上場申請者及び元引受会員が、同

時に上場申請を行った国内の証券取引所

のうちいずれか１か所の証券取引所を主

たる証券取引所として指定し、本所に通

知した場合であって、当該指定に係る証

券取引所（以下「指定証券取引所」とい

う。）が本所以外の証券取引所であると

きは、当該証券取引所の会員又は取引参

加者である非会員証券会社に限る。）又

は外国証券業者（本所が指定証券取引所

となる場合に元引受契約等を締結する外

場申請に係る株券の公募若しくは売出し又

は上場のための数量制限付分売を行う場合

は、次の取扱いによるものとし、当該取扱

いに定める「公募又は売出予定書」又は「数

量制限付分売予定書」に記載される株式の

分布状況に基づき少数特定者持株数及び株

主数を算定するものとする。 
  

 

 

（ａ）・（ｂ）  （略） 
  （ｃ）  上場申請に係る株券の公募又は売

出しについて本所の会員以外の証券会社

若しくは外国証券会社（以下「非会員証

券会社」という。）又は外国証券業者（外

国の証券業者又は証券業を営む外国の銀

行をいう。以下同じ。）が元引受契約又

は募集若しくは売出しの取扱いを行うこ

ととなる契約（本所の会員が元引受契約

を締結する場合には、元引受契約に限る。

以下「元引受契約等」という。）を締結

する場合には、新規上場申請者は、当該

公募又は売出しについて元引受契約等を

締結する非会員証券会社（本所と国内の

他の証券取引所に同時に上場申請を行っ

た新規上場申請者及び元引受会員が、同

時に上場申請を行った国内の証券取引所

のうちいずれか１か所の証券取引所を主

たる証券取引所として指定し、本所に通

知した場合であって、当該指定に係る証

券取引所（以下「指定証券取引所」とい

う。）が本所以外の証券取引所であると

きは、当該証券取引所の会員である非会

員証券会社に限る。）又は外国証券業者

（本所が指定証券取引所となる場合に元

引受契約等を締結する外国証券業者に限
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国証券業者に限る。）との間において、

当該公募又は売出しの実施状況に関する

元引受会員への報告等を内容とする契約

を締結することができる。この場合にお

いて、新規上場申請者が当該契約を証す

る書面の写しを本所に提出したときは、

当該契約を締結する非会員証券会社又は

外国証券業者が引き受け又は取り扱う株

主等の状況について、（ａ）に規定する

「公募又は売出予定書」及び「公募又は

売出実施通知書」に記載することができ

るものとする。 
ｃ～ｅ  （略）  

（３）  設立後経過年数 
ａ  （略） 
ｂ  第３号において、新規上場申請者が過去
に合併を行っている場合若しくは持株会社

として設立されている場合又は上場の時ま

でに相互会社から株式会社への組織変更を

行う場合の設立後の経過年数は、合併主体

会社又は当該持株会社の被支配会社（主体

会社）又は当該相互会社の設立時から算出

することができるものとする。 
ｃ  （略）   

（４）  株主資本（純資産）の額 
ａ～ｅ  （略） 
ｆ  第４号において、新規上場申請者が上場
申請日の属する事業年度の初日以後相互会

社から株式会社への組織変更を行う場合に

は、当該相互会社の連結貸借対照表（当該

相互会社が連結財務諸表を作成すべき会社

でない場合は、貸借対照表）に基づいて算

定される株主資本の額に相当する額につい

て審査対象とするものとする。この場合に

おける株主資本の額に相当する額の算定に

おいては、当該相互会社の基金の額を控除

る。）との間において、当該公募又は売

出しの実施状況に関する元引受会員への

報告等を内容とする契約を締結すること

ができる。この場合において、新規上場

申請者が当該契約を証する書面の写しを

本所に提出したときは、当該契約を締結

する非会員証券会社又は外国証券業者が

引き受け又は取り扱う株主等の状況につ

いて、（ａ）に規定する「公募又は売出

予定書」及び「公募又は売出実施通知書」

に記載することができるものとする。 

 

ｃ～ｅ  （略） 
（３）  設立後経過年数 
ａ  （略） 
ｂ  第３号において、新規上場申請者が過去
に合併を行っている場合又は持株会社とし

て設立されている場合の設立後の経過年数

は、合併主体会社又は当該持株会社の被支

配会社（主体会社）の設立時から算出する

ことができるものとする。 
 
 
ｃ  （略）   

（４）  株主資本（純資産）の額 
ａ～ｅ  （略） 
（新設） 
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するとともに、当該相互会社の剰余金処分

に関する書面に剰余金処分額として掲記さ

れる社員配当準備金を費用とみなすものと

する。 
（５）  利益の額 
ａ～ｇ  （略） 
ｈ  第５号において、新規上場申請者（新規
上場申請者がｆの規定の適用を受ける場合

にあっては、合併主体会社）が、相互会社

から株式会社への組織変更を行う場合であ

って、審査対象期間に当該組織変更前の期

間が含まれるときは、その組織変更前の期

間については、当該相互会社の連結会計年

度の連結損益計算書（当該相互会社が当該

期間において連結財務諸表を作成すべき会

社でない場合は、損益計算書）に基づき算

定される利益の額に相当する額について審

査対象とするものとする。この場合におけ

る利益の額に相当する額の算定において

は、当該相互会社の剰余金処分に関する書

面に剰余金処分額として掲記される社員配

当準備金を費用とみなすものとする。 
（６）～（９）  （略）   

 

付    則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から施行

する。 

 
 

 
 
（５）  利益の額 
ａ～ｇ  （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）～（９）  （略） 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．第２条（会社情報の開示）第１項関係 
（１）  第１項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準のうち同項第１号に掲げる事項に係るも

のは、次のａからｌまでに掲げる区分に応じ

当該ａからｌまでに定めることとする。 
ａ～ｋ  （略） 
ｌ  第１号ａｂに掲げる事項 

上場会社の希望する調停条項において調

停の対象となる金銭債務の総額が、最近事

業年度の末日における債務の総額の１００

分の１０に相当する額未満であること。 
（２）～（４）  （略） 

 
２．第２条（会社情報の開示）第２項関係 
（１）  第２項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準のうち同項第１号に掲げる事項に係るも

のは、次のａからｍまでに掲げる区分に応じ

当該ａからｍまでに定めることとする。 
ａ～ｌ （略） 
ｍ  第１号ｑに掲げる事項 

当該子会社の希望する調停条項において

調停の対象となる金銭債務の総額が、最近

連結会計年度の末日における債務の総額の

１００分の１０に相当する額未満であるこ

と。 
（２）・（３）  （略） 

 

５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  第１項に規定する書類の提出は、次の

１．第２条（会社情報の開示）第１項関係 
（１）  第１項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準のうち同項第１号に掲げる事項に係るも

のは、次のａからｌまでに掲げる区分に応じ

当該ａからｌまでに定めることとする。 
ａ～ｋ  （略） 
ｌ  第１号ａａに掲げる事項 

上場会社の希望する調停条項において調

停の対象となる金銭債務の総額が、最近事

業年度の末日における債務の総額の１００

分の１０に相当する額未満であること。 
（２）～（４）  （略） 

 
２．第２条（会社情報の開示）第２項関係 
（１）  第２項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準のうち同項第１号に掲げる事項に係るも

のは、次のａからｍまでに掲げる区分に応じ

当該ａからｍまでに定めることとする。 
ａ～ｌ  （略） 
ｍ  第１号ａａに掲げる事項 

当該子会社の希望する調停条項において

調停の対象となる金銭債務の総額が、最近

連結会計年度の末日における債務の総額の

１００分の１０に相当する額未満であるこ

と。 
（２）・（３）  （略） 
 

５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  第１項に規定する書類の提出は、次の
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ａからｏまでに掲げる事項について決議又は

決定を行った場合に、当該ａからｏまでに定

めるところにより行うものとする。 
  ａ～ｅの５  （略） 
  ｆ   第２条第１項第１号ａｃに掲げる事項

（社債権者集会の招集に限る。） 
社債権者集会招集通知書の写し及び当該

社債権者集会の決議通知書の写し 
それぞれ決議後遅滞なく 

  ｇ～ｏ  （略） 
（４）～（７）  （略） 

 

付    則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から施行

する。 

ａからｏまでに掲げる事項について決議又は

決定を行った場合に、当該ａからｏまでに定

めるところにより行うものとする。 
  ａ～ｅの５  （略） 
  ｆ   第２条第１項第１号ａｂに掲げる事項

（社債権者集会の招集に限る。） 
社債権者集会招集通知書の写し及び当該

社債権者集会の決議通知書の写し 
それぞれ決議後遅滞なく 

  ｇ～ｏ  （略） 
（４）～（７）  （略） 

 

  
 




